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住
民
税
と
所
得
税
で
は
、
扶
養
控
除

や
配
偶
者
控
除
な
ど
の
人
的
控
除
額
に

差
（
例
参
照
）
が
あ
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
同
じ
収
入
金
額
で
も

住
民
税
の
課
税
所
得
は
所
得
税
よ
り
も

多
く
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
住
民
税
の

税
率
を
5
％
か
ら
10
％
に
引
き
上
げ
た

場
合
、
所
得
税
の
税
率
を
引
き
下
げ
た

だ
け
で
は
税
負
担
が
増
え
て
し
ま
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
個
々
の
納
税
者
の
人
的

控
除
の
適
用
状
況
に
応
じ
て
、
住
民
税

を
減
額
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
納
税
者

の
税
負
担
が
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。

平
成
18
年
ま
で
の
入
居
者
に
つ
い
て
、

今
回
の
税
源
移
譲
に
よ
っ
て
、
平
成
19

年
以
降
の
所
得
税
に
お
け
る
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
に
よ
る
減
税
額
が
減
っ
て
し
ま

う
場
合
に
は
、
申
請
し
て
い
た
だ
く
こ

と
で
、
そ
の
分
を
翌
年
度
の
住
民
税
で

減
税
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
申
請

の
方
法
は
、
詳
細
が
分
か
り
し
だ
い
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

平
成
19
年
度
よ
り
住
民
税
所
得
割
額

に
係
る
定
率
に
よ
る
税
額
控
除
の
額
が

廃
止
さ
れ
ま
す
。（
平
成
18
年
度
所
得

割
額
の
7.5
％
相
当
額
で
上
限
2
万
円
）

住
民
税
の
非
課
税
措
置
が
廃
止
さ
れ

ま
し
た
が
、
経
過
措
置
が
と
ら
れ
て
い

ま
す
。
昭
和
15
年
1
月
2
日
以
前
に
生

ま
れ
た
方
で
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額

が
125
万
円
以
下
の
方
は
、
平
成
19
年
度

は
3
分
の
2
を
課
税
、
平
成
20
年
度
以

降
は
全
額
課
税
に
な
り
ま
す
。

平
成
20
年
度
分
の
住
民
税
か
ら
地
震

保
険
料
控
除
が
創
設
さ
れ
ま
す
。（
地

震
保
険
料
の
2
分
の
1
控
除
、
上
限
2

万
5
、
0
0
0
円
）

・
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
（
給
与
所
得
者
）
の

場
合

1
年
分
を
毎
年
6
月
か
ら
翌
年
5
月

ま
で
の
12
か
月
に
分
け
て
勤
務
さ
れ
て

い
る
会
社
な
ど
が
毎
月
の
給
与
か
ら
天

引
き
（
特
別
徴
収
）
し
て
い
ま
す
。
給

与
明
細
な
ど
で
一
度
確
認
し
て
み
て
く

だ
さ
い
。

・
年
金
所
得
者
・
事
業
所
得
者
な
ど
の

場
合

市
か
ら
各
個
人
あ
て
に
直
接
郵
送
さ

れ
る
納
付
書
（
普
通
徴
収
）
に
よ
り
、

通
常
6
月
・
8
月
・
10
月
・
翌
年
1
月

の
年
4
回
に
分
け
て
納
税
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。（
口
座
振
替
に
よ
り
納
め
る

こ
と
も
可
能
で
す
）

平
成
19
年
1
月
2
日
か
ら
平
成
20
年

1
月
1
日
ま
で
に
家
屋
を
新
築
ま
た
は

増
築
す
る
と
、
平
成
20
年
度
か
ら
固
定

資
産
税
と
都
市
計
画
税(

市
街
化
区
域

の
み)

が
課
税
さ
れ
ま
す
。

こ
の
課
税
の
基
礎
と
な
る
家
屋
調
査

に
、
市
役
所
税
務
グ
ル
ー
プ
の
職
員
が

訪
問
し
ま
す
。

家
屋
調
査
は
、
実
際
に
家
屋
の
内
部

な
ど
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

税
務
グ
ル
ー
プ
か
ら
事
前
に
連
絡
を
し

ま
す
の
で
、
新
築
・
増
築
な
ど
を
さ
れ

た
方
は
、
調
査
に
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

ま
た
、
調
査
に
う
か
が
う
職
員
は
必

ず
固
定
資
産
評
価
補
助
員
証
を
携
帯
し

て
い
ま
す
。
不
審
に
思
わ
れ
た
と
き
は

提
示
を
求
め
て
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

市
役
所
税
務
グ
ル
ー
プ
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）

■
住
民
税
と
所
得
税
の
人
的
控

除
差
に
つ
い
て

■
老
年
者
非
課
税
措
置
に

つ
い
て

■
地
震
保
険
料
控
除
に
つ
い
て

■
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
に
つ
い
て

■
住
民
税
の
納
税
方
法
は
？

■
定
率
減
税
に
つ
い
て

住民税 所得税 控除額の差

基 礎 控 除 33万円 38万円 5万円

配偶者控除 33万円 38万円 5万円

扶 養 控 除 33万円 38万円 5万円

特定扶養控除 45万円 63万円 18万円

（例）住民税と所得税の人的控除額

新
築
・
増
築
家
屋
の

調
査
に
ご
協
力
を

平成19年度の住民税が変更されます


